
※H22.10～H23.9までの計画についても従前どおり策定し、６月１７日までに県に提出。

長野県生活交通ネットワーク計画（地域間幹線系統確保維持計画）策定までの流れ

○地域間幹線系統別確保維
持計画・地域間幹線系統車
両取得計画原案の作成

○計画の内容

・運行の目的・必要性

・定量的な目標・効果

・計画期間

・運行時間、経路、回数

・計画運行日数

・経常費用の見込額

・経常収益の見込額

・欠損見込額

・欠損額の負担割合

・収支改善計画

【従前の計画とほぼ同じ内

容】

○協議の方法

・系統ごとに設置した協議会等で

協議

・単独の市町村協議会に沿線市

町村の代表者や利用者等が参

加して協議

 
など

［必須要件］

住民、利用者等が協議に参加し、

出された意見を計画に反映させ

ること

○協議する内容

・県の地域間幹線系統確保維持

計画に位置付けることを決定

　・運行方法

　・利用促進策　　など

○地域間幹線系統別確保
維持計画・地域間幹線系
統車両取得計画の作成

・地域での協議の内容を
踏まえた地域間幹線系統
別確保維持計画及び地域
間幹線系統車両取得計画
を作成

・地域間幹線系統別確保
維持計画及び地域間幹線
系統車両取得計画に「地
域間幹線系統に係る市町
村等の協議状況」を添付
し、県に提出

○長野県公共交通活性化協
議会バス専門部会の開催

○長野県地域間幹線系統確
保維持計画の策定

・長野県生活交通ネットワー
ク計画（地域間幹線系統確
保維持計画）について協議
し、計画を策定

実
施
者

地域間幹線系統を運行する
バス事業者

市町村等による協議会等
（地域間幹線系統ごとの協議会）

地域間幹線系統を運行す
るバス事業者

長野県

実
　
　
施
　
　
す
　
　
る
　
　
内
　
　
容

H23.4からの新規路線

H23.10からの新規・既存路線

国土交通省へ計画を提出

期
限

計画作成　５月中旬 協議会開催　６月上旬 計画提出期限 ６月１７日 計画提出期限　６月３０日


